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市町において、一定月数の滞納者に対しては法的措置に向けた手続に入り、

京都府へ法的措置の上申を行うシステムを機能させるため、京都府から市町

に対して指導を強化すべきである。  

 

③入居時請書の紛失  

市町管理代行団地において、入居時の契約に当たるべき入居時請書を紛失

している例があった。請書を紛失していると連帯保証人の保証の事実も第三

者に証明できなくなるため、法的措置にかけることが難しくなってしまう。

請書は最重要書類として保管しなくてはならない。  

 

④  入居時請書等の様式・内容相違  

入居時請書が市営団地に入居する内容となっており、遵守すべき条例も当

該市の管理条例となっている例が複数あった。請書を見る限り、入居者とは

市営住宅として発生する法律関係によって交渉せねばならず、府営住宅とし

て法的措置を実施できるか疑問である。請書は府営住宅としての内容で記載

するべきである。  

なお請書以外でも収入申告の宛先が管理委託先の市長になっていたこと

を付言する。  

 

⑤  不納欠損（時効援用）の不適用  

市町管理代行団地では 61 ヶ月以上滞納者が 32 名も発生して放置されてい

る。このようなことは公社管理代行団地では起こっていない。市町は長期滞

納の退去者について時効による不納欠損処分を申請しないため、上記の債権

が延々と管理対象になっている。回収見込が極めて低く時効援用されるリス

クの高い滞留債権は不納欠損処分を行って、回収可能な債権に管理人員と時

間を集中させるべきである。  

 

⑥府営住宅としての市町管理委託の不徹底  
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